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批
評
・
紹
介

好
大
王
碑
を
め
ぐ
っ
て
、
北
朝
鮮
・
韓
國
・
日
本
で
活
發
な
論
争
が
展
開
さ

れ
た
の
は
、
一
九
七
○
年
代
前
半
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
争
の
中
心
は
、
所
謂
辛

卯
年
條
の
解
護
法
と
、
李
進
煕
氏
の
提
起
し
た
蕾
日
本
軍
部
に
よ
る
碑
文
改
鼠

説
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
軍
な
る
當
否
の
問
題
で
は
な
く
、
從
來
の
日
本
に

於
け
る
好
太
王
碑
研
究
の
あ
り
方
へ
の
問
題
提
起
で
も
あ
っ
た
た
め
、
論
争
の

中
で
そ
れ
へ
の
批
判
・
反
省
が
進
め
ら
れ
、
批
判
的
検
討
な
し
に
安
易
に
碑
文

を
史
料
と
し
て
使
用
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
七

○
年
代
後
半
に
な
る
と
、
碑
文
を
高
句
麗
史
研
究
に
利
用
す
る
武
田
幸
男
氏
の

注
目
す
べ
き
諸
論
文
が
登
場
す
る
も
の
の
、
論
争
は
下
火
と
な
り
、
全
農
と
し

て
好
大
王
碑
研
究
は
停
滞
氣
味
と
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
如
何
な
る
論
争
を
繰

り
返
し
て
も
改
鼠
の
假
説
は
否
定
し
き
れ
ず
、
原
碑
調
査
以
外
に
は
結
論
が
下

せ
そ
う
も
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
假
説
が
生
き
て
い
る
限
り
、
碑
文
を
史
料

と
し
て
使
い
に
く
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
中
で
原
碑
調

査
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
が
、
こ
の
間
、
碑
石
を

保
有
す
る
中
國
側
か
ら
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
殆
ど
發
言
が
現
わ
れ
な
か
っ

た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
三
年
末
に
吉
林
省
文
物
考
古
研
究
所
長
王
健
群
氏
が

王
健
群
著好
大
王
碑
の
研
究

古
畑

徹

「
好
太
王
碑
的
發
現
和
捷
拓
」
ｑ
肚
會
科
學
戦
線
』
一
九
八
三
年
第
四
期
）
を

發
表
し
、
中
國
に
於
て
も
こ
の
問
題
へ
の
研
究
が
、
原
碑
調
査
を
も
含
ん
で

進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
に
及
び
、
好
大
王
碑
研
究
は
新
た
な
局
面
を

迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
再
び
碑
へ
の
關
心
が
高
ま
る
中
、
翌
年
七
月
に
は
仙

臺
市
日
中
友
好
協
會
吉
林
省
訪
問
園
（
寺
田
隆
信
團
長
以
下
十
名
）
が
、
戦
後

日
本
人
と
し
て
は
始
め
て
碑
を
参
観
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
原
碑
を
實
見
す
る

道
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
同
年
後
半
に
は
、
先
に
新
聞
報
道
等

に
よ
っ
て
待
望
さ
れ
て
い
た
王
氏
の
著
書
が
、
中
國
語
と
日
本
語
と
で
相
次

い
で
出
版
さ
れ
た
。
本
書
評
は
、
そ
の
話
題
の
著
書
の
日
本
語
版
、
『
好
大
王

碑
の
研
究
』
に
對
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
本
書
の
目
次
を
示
し
て
お
こ
う
。

第
一
章
好
大
王
碑
の
概
要

一
、
好
太
王
碑
の
建
立

二
、
好
大
王
碑
の
發
見

三
、
好
大
王
碑
の
現
状

第
二
章
好
大
王
碑
の
拓
本

一
、
拓
本
の
製
作
と
そ
の
経
緯

二
、
焚
鉤
本
と
拓
本
の
誤
り
の
原
因

三
、
「
石
灰
塗
布
作
戦
」
に
つ
い
て

第
三
章
好
大
王
碑
に
闇
す
る
研
究

『
中
國
に
お
け
る
好
大
王
碑
の
研
究

二
、
一
九
三
○
年
代
以
前
の
日
本
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
好
大
王
碑
の
調
査

と
研
究

三
、
權
藤
成
卿
の
『
南
淵
書
』
に
つ
い
て

130 
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四
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
好
大
王
碑
の
研
究

館
四
迂
好
太
王
碑
文
の
判
誼

第
五
章
好
大
王
碑
文
の
考
證
と
解
鐸

一
、
五
年
乙
未
條
の
考
證
と
解
鐸

二
、
六
年
丙
申
條
、
八
年
戊
戌
條
の
考
證
と
解
鐸

三
、
九
年
己
亥
條
、
十
年
庚
子
條
の
考
證
と
解
鐸

四
、
十
四
年
甲
辰
條
、
十
七
年
丁
未
條
の
考
證
と
解
鐸

五
、
什
年
庚
戌
條
の
考
證
と
解
鐸

六
、
墓
守
烟
戸
の
問
題

七
、
好
大
王
碑
の
書
艦

第
六
章
好
大
王
碑
文
の
翻
課
と
注
鐸

本
論
の
前
に
は
カ
ラ
ー
圖
版
と
し
て
、
一
九
八
四
年
撮
影
の
碑
の
寓
眞
等
が

附
さ
れ
、
後
に
は
附
録
と
し
て
、
酒
匂
景
信
拠
鉤
加
墨
本
・
一
九
八
一
年
採
拓

の
周
雲
蔓
拓
本
及
び
高
句
麗
王
家
系
譜
・
好
大
王
碑
研
究
年
表
・
好
大
王
碑
關

係
文
献
索
引
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
碑
面
寓
眞

と
周
雲
臺
拓
本
は
、
わ
か
り
易
い
よ
う
に
各
面
上
中
下
に
分
け
て
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
な
お
中
國
版
で
は
、
圖
版
の
富
眞
が
異
な
り
、
附
録
に
は
文
献
索
引
が

な
く
、
か
わ
り
に
國
内
諸
家
著
述
書
影
二
十
種
・
國
内
外
諸
家
鐸
文
十
二
種
・

各
種
拓
本
七
種
（
酒
匂
本
・
周
本
を
含
む
）
が
附
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
一
章

一
・
二
、
第
二
章
一
、
及
び
第
二
章
一
一
・
一
一
一
の
一
部
は
、
王
氏
が
先
に
發
表
し

た
論
文
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

目
次
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
の
内
容
は
好
大
王
碑
に
關
す
る
あ
ら
ゆ

る
問
題
に
亙
っ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
を
大
き
く
整
理
す
れ
ば
、
史
料
と
し
て

の
好
大
王
碑
自
篭
の
基
本
的
問
題
ｌ
發
見
・
拓
本
・
改
翫
説
等
ｌ
か
ら
入

り
、
特
に
改
爾
説
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
碑
文
研
究
を
行
な
う
た
め
の
基

第
一
章
は
好
大
王
碑
に
關
す
る
基
本
事
項
の
確
認
・
證
明
で
あ
る
。
そ
の
中

で
問
題
な
の
は
、
碑
の
發
見
を
、
李
進
煕
氏
の
光
緒
六
年
説
を
否
定
し
て
、
光

緒
元
年
も
し
く
は
二
年
、
懐
仁
縣
設
治
委
員
章
樋
の
部
下
關
月
山
に
よ
る
、
と

結
論
附
け
た
黙
で
あ
る
。
そ
の
根
檬
は
、
李
説
の
根
擦
た
る
葉
昌
熾
『
語
石
』

中
の
記
述
を
、
孤
證
の
上
に
傳
聞
史
料
で
、
元
年
の
誤
記
の
可
能
性
有
り
と
し

て
斥
け
た
こ
と
、
そ
し
て
他
史
料
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
特
に
談
國
桓
の
記
述
は
信

用
し
得
る
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
李
氏
は
史
料
批
判
を
し
た
上
で
『
語

石
』
に
従
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
十
分
な
検
討
を
行
な
わ
な
い
こ
の
論
法
で
否

定
す
る
こ
と
は
正
當
な
方
法
で
は
な
い
。
ま
た
鍾
樋
が
碑
の
存
在
す
る
似
仁
縣

の
設
治
委
員
と
な
っ
た
の
が
光
緒
三
年
で
あ
る
こ
と
も
、
李
氏
に
よ
っ
て
證
明

礎
を
確
立
す
る
。
そ
の
上
で
碑
文
研
究
に
移
り
、
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
研
究

史
を
確
認
し
た
後
、
碑
文
の
判
読
、
さ
ら
に
こ
れ
に
基
づ
く
文
章
讃
解
・
内
容

考
證
へ
と
移
っ
て
い
く
、
と
い
う
段
階
的
な
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
絡

始
そ
の
根
底
に
は
王
氏
等
中
國
人
研
究
者
に
よ
る
現
地
調
査
が
存
在
し
、
ま
た

實
事
求
是
の
研
究
姿
勢
が
貫
ぬ
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
王
氏
は
、
改
蹴
を
め

ぐ
る
「
論
争
は
そ
ろ
そ
ろ
打
ち
切
る
べ
き
だ
」
（
六
二
頁
）
と
主
張
し
、
本
書

に
於
て
そ
れ
に
終
止
符
を
打
ち
、
研
究
の
方
向
性
を
碑
文
の
文
字
や
内
容
へ
向

け
さ
せ
よ
う
と
の
狙
い
を
有
し
て
い
る
が
、
か
か
る
狙
い
を
有
す
る
研
究
が
採

る
べ
き
基
本
的
條
件
を
、
本
書
の
構
成
や
研
究
の
あ
り
方
は
十
分
に
満
た
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
述
内
容
が
そ
の
狙
い
に
見
合
う
だ
け
の
も
の
に
な
っ

て
い
る
か
否
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
章
を
逐
っ
て
本
書
の
内

容
を
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
ふ
た
い
。
な
お
本
書
の
内
容
は
多
岐
に

亙
り
、
評
者
の
力
量
で
は
全
て
を
整
理
し
き
れ
な
か
っ
た
た
め
、
か
な
り
多
く

の
重
要
な
鮎
に
燗
れ
得
て
い
な
い
こ
と
を
豫
め
お
断
り
し
て
お
く
。

－１３１－ 
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さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
證
明
で
は
三
年
以
前
に
章
樋
が
懐
仁
縣
に
い
な
い
と

は
断
定
し
得
な
い
。
こ
れ
が
王
氏
の
よ
う
な
見
解
を
未
だ
に
生
じ
さ
せ
る
一
つ

の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
『
宮
中
桧
光
緒
朝
奏
摺
』
中
に
章
樋
の
履

歴
に
關
す
る
一
一
・
一
一
一
の
史
料
が
あ
り
、
三
年
以
前
に
は
別
任
に
あ
っ
た
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
他
、
初
葉
を
初
年
と
解
し
て
い
た
り
、
諸
家

の
年
代
把
握
に
矛
盾
を
き
た
し
て
い
た
り
、
ま
た
談
國
桓
の
「
手
札
」
と
「
祓

語
」
と
の
食
い
違
い
を
無
硯
し
て
い
た
り
な
ど
問
題
が
多
く
、
王
氏
の
見
解
を

首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
章
で
は
、
拓
工
の
問
題
を
出
發
鮎
と
し
て
、
主
に
碑
文
改
鼠
説
が
扱
わ

れ
て
い
る
。
ま
ず
拓
工
の
問
題
で
は
、
李
大
龍
Ⅱ
李
雲
從
説
等
の
注
意
す
べ
き

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
現
地
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
、
碑
石

の
近
く
で
長
年
採
拓
を
行
な
っ
た
初
天
富
・
均
徳
父
子
の
存
在
や
經
歴
、
そ
の

探
拓
方
法
等
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
均
徳
の
残
し
た
抄
本
を
發
見
し
た
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
拓
工
初
父
子
に
よ
る
石
灰
塗
布
を
主
張

し
、
い
く
つ
か
の
根
檬
を
列
學
し
て
改
鼠
説
を
否
定
す
る
。
そ
の
中
に
は
あ
ま

り
安
當
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
原
碑
調
査
に
基
づ
い
て
所
謂
辛
卯
年
條
が
酒

匂
本
の
通
り
原
碑
に
彫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
先
に
發
表

し
た
論
文
に
は
調
査
報
告
が
な
く
、
十
分
に
讃
者
を
納
得
さ
せ
得
な
か
っ
た

が
、
本
書
で
は
石
灰
の
痕
跡
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
が
増
補
さ
れ
、
こ
の
指
摘

が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
が
正
し
け
れ
ば
、
李
氏
の
主
張
す
る
酒
匂

景
信
に
よ
る
碑
文
す
り
替
え
論
は
否
定
さ
れ
、
そ
れ
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
第
二

次
・
第
三
次
の
参
謀
本
部
に
よ
る
石
灰
塗
布
作
戦
も
、
そ
の
理
由
面
が
崩
れ
て

し
ま
う
。
王
氏
の
報
告
に
虚
爲
が
な
い
限
り
、
原
碑
調
査
の
結
果
は
蕾
日
本
軍

部
に
よ
る
改
鼠
を
否
定
し
て
い
る
。
一
方
初
父
子
に
よ
る
碑
面
加
工
説
で
あ
る

が
、
湾
口
に
よ
る
た
め
に
組
對
灼
な
證
檬
能
力
に
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
初

天
富
は
本
來
は
拓
工
で
は
な
く
學
問
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
う
事
實
や
、
抄

本
の
存
在
は
動
か
し
難
く
、
こ
れ
ら
は
拓
工
の
見
本
に
基
づ
く
碑
文
の
再
現
や

そ
の
時
の
見
落
し
．
誤
り
の
可
能
性
を
著
し
く
高
め
て
い
る
。
從
來
か
ら
の
拓

工
加
工
説
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
極
め
て
有
力
な
説
に
思
え
る
。
改
鼠
説
は
、

銃
に
實
證
面
・
論
理
面
で
の
問
題
鮎
が
數
女
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
本
書
の
提

供
す
る
情
報
に
よ
っ
て
調
査
面
で
も
否
定
さ
れ
、
學
説
と
し
て
は
成
立
し
な
い

と
の
結
論
を
下
せ
る
だ
け
の
材
料
は
一
應
出
揃
っ
た
と
ふ
て
よ
か
ろ
う
。
た

だ
、
本
章
で
展
開
さ
れ
た
否
定
論
に
は
粗
さ
が
目
立
ち
、
十
分
に
論
破
し
き
れ

て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

第
三
章
は
研
究
史
整
理
で
、
李
氏
批
判
を
中
心
と
す
る
碑
自
艦
の
諸
問
題
の

追
究
か
ら
碑
文
研
究
へ
の
轤
換
鮎
に
富
る
。
個
女
の
研
究
に
對
し
て
若
干
の
コ

メ
ン
ト
は
附
さ
れ
て
い
る
が
、
全
般
的
に
論
旨
紹
介
的
傾
向
が
強
く
、
あ
ま
り

特
筆
す
べ
き
鮎
は
な
い
。
解
放
後
の
中
國
で
の
研
究
が
初
め
て
紹
介
さ
れ
て
は

い
る
が
、
こ
れ
と
て
簡
単
に
鯛
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

第
四
章
で
は
、
碑
文
の
文
字
を
如
何
に
判
讃
し
た
か
を
、
問
題
と
な
る
文
字

個
女
に
つ
い
て
説
明
し
、
最
後
に
鐸
文
を
載
せ
る
。
そ
の
輝
文
で
は
、
従
來
讃

め
な
か
っ
た
箇
所
が
相
當
數
判
讃
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
從
來
の
鐸
文
の
訂
正
箇

所
も
多
い
。
王
氏
鐸
文
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
拓
本
の
承
に
よ
ら
ず
、

碑
面
の
直
接
調
査
に
よ
っ
て
結
論
を
下
し
た
こ
と
、
か
つ
て
碑
面
に
塗
布
さ
れ

て
い
た
石
灰
が
殆
ど
剥
落
し
た
こ
と
に
よ
る
。
評
者
は
先
述
の
訪
問
圏
に
加
わ

り
碑
石
を
實
見
し
た
が
、
碑
面
に
は
か
な
り
の
礫
の
脱
落
箇
所
が
あ
っ
た
。
こ

れ
は
碑
面
で
は
厘
別
で
き
て
も
、
拓
本
で
は
字
書
と
混
同
さ
れ
易
い
。
こ
こ
に

拓
本
に
よ
る
鐸
文
の
限
界
性
と
王
氏
鐸
文
の
有
力
性
が
存
在
す
る
。
し
か
し
本

書
に
掲
載
さ
れ
た
周
雲
璽
拓
本
に
於
て
別
字
に
見
え
た
り
、
説
明
と
拓
本
と
に

相
異
が
あ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
。
例
え
ば
、
第
二
面
第
五
行
第
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一
三
字
を
、
王
氏
は
「
主
」
に
判
識
す
る
。
確
か
に
文
魁
的
に
も
「
主
」
が
好

ま
し
い
の
で
あ
る
が
、
周
木
に
は
軸
の
拠
跡
が
な
く
、
ま
た
評
者
等
の
見
學
で

も
「
王
」
に
見
え
た
。
ま
た
第
一
面
第
三
行
第
四
一
宇
を
、
王
氏
は
「
黄
」
と

判
読
し
、
碑
面
・
拓
本
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
説
明
す
る
が
、
周
本
で
は
不

鮮
明
で
あ
り
、
評
者
等
の
見
學
で
も
不
明
確
で
、
寧
ろ
「
戸
」
と
見
え
る
部
分

が
あ
る
の
で
別
字
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
拓
本
や
短
時
間
の
見
學
を
以
っ

て
、
長
時
間
に
亙
っ
て
様
女
な
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
た
王
氏
の
判
讃
を
訂
正

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
安
易
に
王
氏
鐸
文
に
乘
っ
て
研
究
す
る
こ
と
は
避
け

ね
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
、
碑
面
調
査
の
方
法
や
周
本
の
採
拓
方
法
が
明
確
に
な

れ
ば
、
疑
問
の
多
く
は
氷
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
判
讃
以
前
に
こ
の
鮎
へ
の

詳
述
が
欲
し
か
っ
た
と
い
う
感
を
強
く
す
る
。
な
お
、
本
書
發
表
後
、
第
二
面

第
七
行
第
三
八
字
を
「
粉
」
か
ら
「
稲
」
に
訂
正
し
た
旨
が
、
『
東
方
』
五
○

二
九
八
五
年
五
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
本
章
中
に
は
、
碑
文
の
總
字
數
仁
關
わ
る
重
要
な
報
告
が
存
在
す
る
。

か
つ
て
水
谷
悌
二
郎
氏
が
、
第
二
面
第
九
行
・
第
十
行
、
第
四
面
第
一
行
の
上

部
に
空
格
が
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
多
く
の
研
究
者
は

一
行
四
一
字
の
原
則
が
碑
文
全
禮
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
と
見
倣
し
て
い
た
（
た

だ
し
第
一
面
第
六
行
の
承
三
九
字
）
。
王
氏
は
第
二
面
第
九
行
第
七
宇
目
、
・
第

十
行
第
十
六
字
目
、
第
四
面
第
一
行
第
四
宇
目
に
天
格
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
發
見
し
、
第
二
面
第
九
行
第
八
宇
目
、
第
十
行
第
十
七
字
目
、
第
四
面
第
一

行
第
五
宇
目
か
ら
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
定
し
た
。
ま
た
か
つ
て
末

松
保
和
氏
が
疑
問
を
提
起
し
た
第
一
面
と
第
二
面
と
の
間
の
一
行
に
つ
い
て

は
、
特
に
記
述
は
な
い
が
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
結
局
総
字
數
は
千

七
百
七
十
五
字
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
本
書
の
最
も
大
き
な
成
果
の
一
つ
で
あ

る
。

鋼
四
章
で
の
稗
文
を
独
礎
に
、
節
五
準
で
は
鋤
一
面
第
七
行
以
下
の
解
談
法

や
そ
の
文
面
か
ら
赦
承
取
れ
る
好
大
王
代
の
史
疵
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
な
わ

れ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
も
と
に
、
第
六
章
で
は
全
文
に
對
し
て
現
代
鐸
と
注
鐸
が

施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
注
目
黙
・
問
題
熟
を
指
摘
す
る
前
に
、
論
争
の
焦
黙
の

一
つ
で
あ
っ
た
所
謂
辛
卯
年
條
に
ま
ず
は
鯛
れ
て
お
き
た
い
。
王
氏
は
こ
れ

を
、
六
年
丙
申
條
の
百
濟
討
伐
の
理
由
を
記
す
一
種
の
前
置
文
と
し
て
理
解
す

る
。
そ
し
て
「
以
辛
卯
年
來
」
は
辛
卯
年
よ
り
以
來
の
意
、
「
渡
海
破
」
・
「
以

爲
臣
民
」
の
主
語
は
倭
と
解
し
、
主
語
が
高
句
麗
に
轄
換
す
る
と
い
う
説
を
否

定
す
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
も
、
こ
の
部
分
は
出
兵
の
口
實
で
誇
張

が
あ
り
、
倭
も
北
九
州
の
海
賊
集
團
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
任
那
日
本
府
の
存
在

を
證
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
特
に
新
し
い
も

の
で
は
な
く
、
所
謂
辛
卯
年
條
の
性
格
や
主
語
問
題
に
つ
い
て
は
、
濱
田
耕

策
・
武
田
幸
男
両
氏
に
よ
っ
て
よ
り
級
密
な
論
理
で
、
辛
卯
年
以
來
説
に
つ
い

て
は
西
嶋
定
生
氏
に
よ
っ
て
、
既
に
類
同
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
評
者
と

し
て
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
基
本
的
に
は
賛
同
で
き
る
が
、
倭
の
理
解
に
は
疑

問
が
あ
る
。
碑
文
を
讃
む
限
り
、
そ
の
漉
禮
は
不
明
だ
が
、
倭
が
百
濟
・
新
羅

と
同
一
レ
ベ
ル
の
政
治
勢
力
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
倭
志
」
（
第
三
面
第
四
行
）
と
い
う
用
語
に
引
っ
ぱ
ら
れ
て
後
世
の
倭
志
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
が
か
か
る
見
解
を
生
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
、

倭
の
問
題
は
こ
れ
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
観
が
あ
り
、
今
後
論
議

を
呼
ぶ
こ
と
と
な
ろ
う
。

同
じ
よ
う
に
今
後
新
た
に
論
議
を
呼
ぶ
と
い
う
鮎
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十

年
庚
子
條
の
「
安
羅
人
戌
兵
」
の
解
鐸
で
あ
る
。
こ
れ
は
從
來
「
安
羅
人
の
戌

兵
」
と
讃
ま
れ
へ
殆
ど
疑
問
の
な
か
っ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
王
氏
は
高
句
麗
軍

を
主
語
、
「
安
」
を
動
詞
、
「
羅
人
」
を
目
的
語
、
「
戌
兵
」
を
述
語
と
し
て
、
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「
（
高
句
麗
の
軍
隊
が
、
城
を
奪
取
し
た
後
、
）
新
羅
人
に
守
備
さ
せ
た
」
と
解

し
た
。
も
し
王
氏
鐸
文
が
正
し
け
れ
ば
、
少
く
と
も
第
三
面
第
二
行
の
「
安
羅

人
戌
兵
」
の
「
安
」
は
文
脈
か
ら
見
て
動
詞
で
あ
る
べ
き
で
、
王
氏
見
解
は
か

な
り
有
力
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
文
章
構
造
と
し
て
理
解

。
。

ず
る
の
な
ら
ば
、
「
（
城
中
の
）
羅
人
を
安
ん
じ
て
丘
〈
〔
高
句
麗
兵
か
新
羅
丘
〈
か

は
不
明
〕
を
駐
屯
し
た
」
と
解
す
る
方
が
安
當
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
く
解
す

る
時
、
「
羅
人
」
が
問
題
と
な
る
が
、
新
羅
人
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
王
氏
は
、

高
句
麗
・
百
濟
が
新
羅
人
を
「
羅
人
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
『
三
國
史
記
』

や
『
三
國
遺
事
』
に
よ
っ
て
證
明
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
高
句
麗
・
百
濟
の
史
料

を
生
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
こ
と
を
立
證
し
な
い
限
り
、
こ
の
證
明
は
成
立
し
な

い
。
碑
文
の
他
の
部
分
で
は
「
新
羅
」
が
略
禰
さ
れ
て
い
な
い
熱
も
こ
の
見
解

に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
が
、
そ
れ
も
「
新
羅
人
」
と
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
王
氏
の
見
解
を
否
定
す
る
決
め
手
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
推
測
に
過
ぎ
な

い
が
、
「
羅
人
」
を
當
時
の
高
句
麗
人
に
於
け
る
新
羅
・
加
羅
方
面
人
を
指
す

總
禰
と
見
る
こ
と
も
評
者
に
は
可
能
な
氣
が
す
る
。
と
も
か
く
も
こ
の
問
題
は

愼
重
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
八
年
戊
戌
條
を
六
年
丙
申
條
の
百
濟

討
伐
の
延
長
と
見
、
「
自
此
以
來
、
朝
貢
論
事
」
の
主
繼
は
百
濟
で
あ
る
と
い

う
見
解
も
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
文
禮
論
的
に
見
て
成
立
す
る
可
能
性
は
あ
る

が
、
直
後
の
九
年
己
亥
條
で
百
濟
は
高
句
麗
陣
誉
か
ら
離
反
し
て
希
り
、
こ
の

碑
文
中
の
事
實
經
過
と
「
自
此
以
來
」
と
い
う
表
現
と
の
間
に
問
題
が
生
じ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
碑
文
を
高
句
麗
史
の
史
料
と
理
解
し
、
守
墓
人
烟
戸

條
を
重
頑
し
て
内
容
分
析
・
問
題
提
起
を
試
承
た
こ
と
も
評
債
で
き
る
。
王
氏

は
守
墓
烟
戸
を
奴
隷
と
承
な
し
て
本
條
を
理
解
す
る
が
、
こ
れ
は
武
田
幸
男
氏

の
守
墓
役
震
制
と
し
て
の
理
解
と
の
間
に
差
異
を
生
じ
て
お
り
、
今
後
新
た
に

論
議
を
呼
ぶ
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
他
、
語
句
解
鐸
の
中
に
も
か
な
り
注

意
を
要
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
が
、
概
し
て
根
檬
が
十
分
に
示
さ
れ
て
い
な
い

の
が
惜
し
ま
れ
る
。

か
く
の
如
き
注
目
鮎
が
あ
る
一
方
で
、
明
ら
か
に
誤
っ
た
見
解
や
不
正
確
な

考
證
が
か
な
り
目
に
つ
く
。
こ
う
な
っ
た
原
因
は
、
文
献
史
料
の
取
扱
い
方
に

あ
る
。
つ
ま
り
、
時
代
の
異
な
る
史
料
を
十
分
な
手
續
無
し
に
安
易
に
考
證
に

使
用
し
た
り
、
重
要
な
史
料
を
見
落
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
代

表
例
と
し
て
は
、
第
一
面
第
一
行
「
出
自
北
夫
餘
天
帝
之
子
」
の
注
鐸
が
學
げ

ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
『
三
國
史
記
』
よ
り
梛
牟
王
（
東
明
王
）
傳
説
が
引
用
さ

れ
、
從
來
の
「
北
夫
餘
」
で
句
を
切
る
讃
承
方
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

傳
説
と
い
う
も
の
は
、
後
世
に
至
る
に
従
っ
て
内
容
が
附
加
・
整
理
さ
れ
て
く

る
も
の
で
、
こ
こ
で
は
當
然
七
百
年
後
の
史
料
た
る
『
三
國
史
記
』
を
引
用
す

べ
き
で
は
な
く
、
好
太
王
碑
と
時
代
の
近
い
史
料
に
よ
っ
て
検
討
が
加
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
王
氏
の
訂
正
の
根
擦
で
あ
る
『
三
國
史
記
』
に
載
せ
ら
れ
た

天
帝
の
子
解
慕
漱
と
河
伯
の
娘
柳
花
と
の
婚
姻
認
は
初
期
の
東
明
王
傳
説
に
は

な
い
も
の
で
あ
り
、
一
方
同
時
代
史
料
た
る
牟
頭
婁
墓
誌
（
王
氏
は
努
幹
氏
の

再
牟
墓
誌
説
を
採
る
）
に
は
「
河
泊
之
孫
日
月
之
子
鬮
牟
聖
王
元
出
北
夫
餘
」

と
あ
る
の
で
、
從
來
の
読
み
方
こ
そ
が
正
し
い
。
こ
の
他
、
先
掲
の
「
羅
人
」

の
考
證
や
、
「
烟
戸
」
の
注
鐸
に
『
清
會
典
』
を
用
い
る
鮎
、
「
永
樂
五
年
」
の

「
永
樂
」
が
高
句
麗
の
年
號
で
は
な
い
證
擦
と
し
て
、
好
大
王
即
位
よ
り
六
十

數
年
前
の
も
の
で
あ
る
晋
「
太
寧
四
年
」
銘
の
高
句
麗
瓦
當
を
學
げ
る
黙
も
顕

著
な
例
で
あ
る
。
先
に
鯛
れ
た
倭
憲
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
も
、
こ
の
よ
う
な
王
氏

の
史
料
に
對
す
る
姿
勢
と
無
關
係
で
は
あ
る
ま
い
。
｜
方
、
後
者
の
代
表
例
と

し
て
は
、
好
太
王
代
の
高
句
麗
領
域
の
考
證
が
筆
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
碑

文
に
遼
東
進
出
の
記
載
が
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
記
す
『
三
國
史
記
』
や
『
梁

書
』
が
信
用
し
難
い
こ
と
を
主
な
理
由
に
、
好
大
王
代
の
高
句
麗
領
は
渥
江
以
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337 束で、遼東へは勢力が及んでいなかったとする。しかし常時の雅木いい得ない。ただ、いくつかの見解は今後諭識を呼ぶものと恩わ
史料たる『脅郡』や『登治通鑑』には、明確に好大王が遼東へ進出れ、新たな研究課題を提起したという鮎で評債されねばならない。
していたことが記されており、王氏が後世の濫入として斥けた一七また、王氏鐸文は高い評債は與えられるものの、現状では確定した
○頁引用の『三國史記』の記事も『賢治通鑑』を原史料とする記事屯のとは爲し得ず、周雲臺拓本や富眞、それに從來の最良拓本たる
である。王氏の見解はこれらの史料を見落したために生じたものに水谷拓本等を参照しつつ、限定附きで利用せねばならない。碑文の
過ぎない。このような杜撰ともいえる史料の取扱いは、第一章・第確定のためには、調査方法をも含む、より生で詳細な調査報告が發
二章・第三章にも見られ、第五章・第六章の考證・注鐸に於てのみ表されること、新たに別の研究者等による再調査が行なわれること

が
必
要
で
あ
る
。

な
ら
ず
、
本
書
全
篭
の
大
き
な
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
再
調
査
に
は
い
く
ら
か
問
題
が
あ
る
。
か
ね
て
よ
り
李
進
煕
氏

さて、本書の几その内容を見てきたが、ここで先に提示しておいが提唱し、本年一月のシンポジウム「四・五世紀の東アジアと日本
た王氏の狙いと本書の内容との問題に立ち返ってふたぃ・本書の改ｌ好太壬碑を中心にｌ」でも話題となった如く、鴬然關係する
窟否定説は原碑調査に基づく黙でかなりの説得力を有してはいる四か國、つまり中國・北朝鮮・韓國・日本による共同調査が最も好－

５
 

が、論理に粗さがあり、また改鼠説が一種の假説であるために、そましいのであるが、》」れは碑が中朝國境に存在する以上、現在の朝週
れを信じる者を納得させるのは難しいように思われる。それゆえ鮮半島情勢に決定的な愛化がない限り、殆ど實現不可能であろう。｜
に、論争の絡止符は本書を以てしては打たれないであろう。しかしそれどころか、長期に亙るであろう共同調査ということになると、
本書によって、石灰のほぼ剥落した、改窺の有無に關係ない、現在中國・吉林省と北朝鮮との關係が問題となるために、中日間でさえ
の碑面に關する最新資料が提供されており、論争の結着を待つまで＄難しいのではあるまいか。中國が北朝鮮との關係に相當紳經を便
もなく、碑文自禮の研究は再開されて然るべきである。本書の登場っている様は、本書の中にも歴歴と見える。本書では北朝鮮の研
は、今まで好大王碑の主要問題であり、碑文研究をストップさせて究・見解に對して一切名指しの批判を避けているのである。第三章
いた碑文改窺問題を、副次的な位置へと韓換させたという鮎で、重の研究史に於ては、個有の研究紹介の後に必ずコメントが附されて
要な意義を有する。論争に絡止符を打てなくとも、王氏の狙いは果いるのだが、北朝鮮の朴時亨・金錫亨両氏の見解の後にはそれが全

く
な
い
。
ま
た
両
氏
は
所
謂
辛
卯
年
條
に
對
し
、
韓
國
の
鄭
寅
普
氏
に
類
似
し

さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

とはいえ、その狙いに沿った王氏自身の碑文研究の方は讃者を満た主語側換の讃解を行なっているが、本書は鄭氏を名指しで嚴しく
足させられるものとはいえない。その中心である考證・注鐸の部分批判する一方で、朴・金雨氏の名前は全く出さない。王氏は箕事求
は、先掲のように誤りや不正確さが目立ち、優れた研究であるとは是こそが研究に於て必要とした上で、鄭説に對し、「ショーピニズ

二



「

338 
ム
に
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
□
七
四
頁
）
と
か
、
「
根
檬
も
な
く
自
分

の
先
租
が
他
民
族
を
支
配
し
た
こ
と
が
あ
る
と
主
張
し
、
彼
ら
を
『
侵
略
の
英

雄
』
に
仕
立
て
あ
げ
て
も
、
な
ん
の
意
義
も
な
い
」
（
一
七
四
頁
）
と
い
う
手

嚴
し
い
批
判
を
加
え
て
お
り
、
こ
れ
が
朴
叺
金
両
氏
、
ひ
い
て
は
北
朝
鮮
の
歴

史
研
究
の
あ
り
方
に
及
ぶ
の
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
片
手
落
ち
と
も

い
え
る
書
き
方
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
、
朴
氏
の
諸
見
解
に
對

し
て
か
な
り
異
論
を
唱
え
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
一
切
名
指
し
は
避
け
て
い

る
。
我
々
は
現
實
の
微
妙
な
中
朝
關
係
が
好
太
王
碑
の
問
題
と
少
な
か
ら
ず
關

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
碑
を
實
見
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
日
毎
に
集
安
へ
も
行
き
易
く
な
り
つ
つ
あ
る
昨
今
で
は
あ
る
が
、
共
同
調

査
の
實
現
を
あ
ま
り
安
易
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
日
本
語
版
濁
自
の
問
題
、
つ
ま
り
翻
讓
の
問
題
に
つ
い
て
鯛
れ
、
こ

の
拙
い
書
評
の
締
め
括
り
と
し
た
い
。
本
書
は
吉
林
人
民
出
版
壮
が
人
民
中
國

雑
誌
牡
に
依
頼
し
て
翻
讓
し
て
も
ら
っ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
地
の
文
は
平
易

で
的
確
に
讓
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
諜
者
の
林
國
本
・
樛
光
頑
両
氏
は
考
古

學
・
歴
史
學
の
専
門
家
で
は
な
い
た
め
、
専
門
用
語
の
讓
出
に
は
難
が
あ
り
、

誤
讓
、
不
必
要
な
課
出
、
不
的
確
な
課
出
等
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
も
第
四
章
に
頻
見
す
る
「
勧
痕
」
（
か
け
た
あ
と
）
を
「
刻
痕
」
と
課
出
し

て
い
る
黙
は
、
重
大
な
誤
課
の
例
と
し
て
筆
げ
ら
れ
る
。
ま
た
所
々
に
未
讓
出

部
分
が
あ
る
が
、
内
容
面
で
は
殆
ど
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
論
理
を
丁
寧
に
追

究
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
注
意
を
要
す
る
。
一
方
、
引
用
史
料
に
も
日
本
語
課

が
施
さ
れ
、
本
書
を
讃
承
易
い
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
極
め
て

誤
謬
が
多
く
、
全
く
誤
謬
の
な
い
引
用
の
方
が
、
あ
る
引
用
よ
り
も
少
な
い
よ

う
な
印
象
す
ら
輿
え
る
。
最
も
初
歩
的
な
も
の
を
一
例
學
げ
る
と
、
『
三
國
史

記
』
新
羅
本
紀
・
聖
穰
王
二
十
一
年
篠
「
築
毛
伐
郡
城
」
が
二
○
一
頁
に
引
用

さ
れ
、
「
築
毛
が
郡
城
を
攻
め
て
」
と
課
さ
れ
て
い
る
が
、
「
毛
伐
郡
城
」
は
慶

州
の
南
に
あ
る
著
名
な
城
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
『
三
國
史
記
』
か
ら
の
引
用

だ
け
で
も
、
一
七
○
頁
廣
開
士
王
十
四
年
條
蘓
二
○
七
頁
大
武
榊
王
五
年
條
、

二
二
○
頁
高
句
麗
建
國
説
話
末
尾
、
一
一
一
一
六
頁
孝
成
王
三
年
條
が
鵬
げ
ら
れ
、

他
の
史
料
の
例
や
嚴
密
な
謬
の
問
題
を
取
り
上
げ
始
め
る
と
枚
船
に
暇
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
か
か
る
状
態
な
ら
ば
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
方
が
ま

だ
よ
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
先
掲
の
例
な
ど
は
少
し
で
も
調
べ
れ
ば
誤

る
は
ず
の
な
い
も
の
で
、
恐
ら
く
著
者
と
翻
諄
者
と
の
間
で
、
十
分
な
連
絡
が

取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
そ
の
提
供
し
た
最
新
資
料
を
中

心
に
、
今
後
多
く
の
研
究
者
に
利
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
折
に
は
で
き

得
る
限
り
中
國
語
版
と
對
照
さ
れ
ん
こ
と
を
望
む
次
第
で
あ
る
。
評
者
の
淺
學

に
よ
る
本
書
へ
の
誤
解
等
が
多
女
あ
る
と
思
う
が
、
御
叱
正
を
得
ら
れ
れ
ば
幸

甚
で
あ
る
。

一
九
八
四
年
十
二
月
京
都
雄
潭
杜

Ｂ
５
版
二
八
一
頁
七
○
○
○
圓

明
の
太
祀
朱
元
璋
は
、
元
末
の
群
雄
割
檬
の
中
か
ら
錘
頭
し
中
國
を
統
一
し

た
。
解
放
後
の
新
中
國
で
は
、
當
初
そ
の
背
景
を
な
す
元
末
の
農
民
戦
争
を
民

楊
一
凡
著明
初
重
典
考

佐
藤

學
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